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令和７年１２月市議会定例会提出案件

議第９６号 令和７年度鶴岡市一般会計補正予算（第４号）

議第９７号 令和７年度鶴岡市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議第９８号 令和７年度鶴岡市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議第９９号 令和７年度鶴岡市病院事業会計補正予算（第１号）

議第１００号 令和７年度鶴岡市下水道事業会計補正予算（第１号）

議第１０１号 鶴岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正につ

いて

議第１０２号 鶴岡市手数料条例の一部改正について

議第１０３号 第三学区放課後児童クラブ新築工事請負契約の締結について

議第１０４号 鶴岡市小真木原陸上競技場改修工事請負契約の締結について

議第１０５号 鶴岡市立加茂水族館リニューアル工事請負契約の一部変更について

議第１０６号 鶴岡市立加茂水族館リニューアル機械設備工事請負契約の一部変更について

議第１０７号 鶴岡市立加茂水族館リニューアル電気設備工事請負契約の一部変更について

議第１０８号 財産の取得について

議第１０９号 鶴岡市火災予防条例の一部改正について

議第１１０号 指定管理者の指定について（鶴岡市文化会館）

議第１１１号 指定管理者の指定について（丸岡城跡史跡公園）

議第１１２号 指定管理者の指定について（鶴岡市櫛引生涯学習センター）

議第１１３号 鶴岡市総合保健福祉センター設置及び管理条例の一部改正について

議第１１４号 鶴岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正について

議第１１５号 指定管理者の指定について（鶴岡市立あおば学園）

議第１１６号 指定管理者の指定について（松原保育園）

議第１１７号 指定管理者の指定について（鶴岡市藤島児童館）

議第１１８号 鶴岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
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令和７年１２月市議会定例会提出案件要旨

議第１０１号 鶴岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正につ

いて

１ 施設予約システムの導入に伴い、指定管理者についても電子上での申請の受付、許可等の

手続を行うことができることとするもの

２ 施行期日 令和８年２月１日

議第１０２号 鶴岡市手数料条例の一部改正について

１ 地方公共団体情報システムの標準化に伴い一部の証明書の様式が全国的に統一されるた

め、当該の証明書の発行に係る手数料を見直すもの

区 分 現 行 改正案

土地又は家屋に関する 土地証明手数料又は家屋証明 土地証明手数料又は家屋証明
証明 手数料 手数料

１件につき ４００円 証明書１枚目までは４００
５筆又は５棟までを１件と 円とし、１枚増すごとに
し、１筆又は１棟増すごと １００円を加算する。
に７０円を加算する。

公簿の謄本又は抄本の 公簿の謄抄本交付手数料 公簿の謄抄本交付手数料
交付 １枚につき ４００円 (1) 固定資産課税台帳兼名

寄帳又は償却資産課税台
帳及び償却資産種類別明
細書の交付
１枚目までは４００円

とし、１枚増すごとに
１００円を加算する。

(2) 前号以外のもの
１枚につき ４００円

２ 税務地図システム（市が所有する電子計算機により、電子化された地番図等の図面を閲覧

できるシステムであって、税務に係るものをいう。）による公簿、地図又は図面の閲覧に係

る手数料を無料とするもの

３ 施行期日 令和８年１月１日



- 3 -

議第１０３号 第三学区放課後児童クラブ新築工事請負契約の締結について

１ 工 事 名 第三学区放課後児童クラブ新築工事

２ 工 事 場 所 鶴岡市若葉町１５番３４号ほか

３ 工 期 着 工 令和７年１２月２２日

完 成 令和９年６月２５日

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

５ 契 約 金 額 ４１６，９００，０００円

６ 契約の相手方 マルゴ・浅賀建設特定建設工事共同企業体

代表者 鶴岡市神明町１２番４号

株式会社マルゴ 代表取締役 佐 藤 正 晴

構成員 鶴岡市大半田字宮田７番地の１

株式会社浅賀建設 代表取締役社長 浅 賀 大 輝

議第１０４号 鶴岡市小真木原陸上競技場改修工事請負契約の締結について

１ 工 事 名 鶴岡市小真木原陸上競技場改修工事

２ 工 事 場 所 鶴岡市小真木原町地内

３ 工 期 着 工 令和７年１２月２２日

完 成 令和９年３月２４日

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

５ 契 約 金 額 ４２４，０５０，０００円

６ 契約の相手方 鶴岡市東新斎町７番６１号

株式会社佐藤工務

代表取締役 佐 藤 友 和
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議第１０５号 鶴岡市立加茂水族館リニューアル工事請負契約の一部変更について

令和５年１２月２２日議決第９６号の一部変更

契約金額 １，０３２，３５０，０００円 → １，１３２，７９６，５００円

議第１０６号 鶴岡市立加茂水族館リニューアル機械設備工事請負契約の一部変更について

令和５年１２月２２日議決第９７号の一部変更

契約金額 ５１６，５０５，０００円 → ５３１，８９４，０００円

議第１０７号 鶴岡市立加茂水族館リニューアル電気設備工事請負契約の一部変更について

令和５年１２月２２日議決第９８号の一部変更

契約金額 ３３１，６５０，０００円 → ３５０，８４５，０００円

議第１０８号 財産の取得について

１ 取得しようとする財産 圧雪車

２ 取 得 予 定 価 格 ６５，７８０，０００円

３ 取 得 の 相 手 方 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号

英和株式会社産業機械営業部北日本産機グループ

エリアマネージャー 上 杉 武 次
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議第１０９号 鶴岡市火災予防条例の一部改正について

１ 林野火災の発生の予防に係る規定を追加するもの

(1) 林野火災注意報

林野火災の予防上注意を要する状況になった際に、必要に応じ区域を指定して住民等に

火の使用制限に係る努力義務を課す林野火災注意報を発令できることとするもの

(2) 林野火災警報

市が発令する火災警報のうち、林野火災予防を目的としたものを林野火災警報と定義し、

必要に応じ区域を指定して住民等に火の使用制限に係る義務を課すこととするもの

(3) たき火に係る届出義務

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為にたき火が含まれることを明

記し、市への届出を義務づけることとするもの

２ 施行期日 令和８年３月１日

議第１１３号 鶴岡市総合保健福祉センター設置及び管理条例の一部改正について

１ 受診者数の減少に伴い、休日夜間診療所の診療日のうち、平日の夜間診療を土曜日のみと

するもの

(1) ４月から１１月まで

現 行 改正案

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

午前 〇 － － － － － － 〇 － － － － － －

午後 － － － － － － － － － － － － － －

夜間 〇 〇 － － － － 〇 〇 × － － － － 〇

(2) １２月から３月まで

現 行 改正案

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

午前 〇 － － － － － － 〇 － － － － － －

午後 〇 － － － － － － 〇 － － － － － －

夜間 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × 〇

２ 施行期日 令和８年４月１日
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議第１１４号 鶴岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正について

１ 児童福祉法の改正に伴い、同法の規定を引用する次の条例について所要の字句整理を行う

もの

(1) 鶴岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

(2) 鶴岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

(3) 鶴岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

(4) 鶴岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

２ 施行期日 公布の日

議第１１８号 鶴岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について

１ 庄内広域水道企業団による水道事業の開始を前提に、水道事業の実施に係る内容を削ると

ともに、事務を処理する部の名称を下水道部に改めるもの

２ １に伴い、題名を鶴岡市下水道事業の設置等に関する条例に改めるもの

３ １に伴い、次のとおり関係条例の改廃を行うもの

(1) 鶴岡市水道資料館設置及び管理条例の廃止

庄内広域水道企業団へ水道資料館を移管することに合わせ、廃止するもの

(2) 鶴岡市給水条例の廃止

庄内広域水道企業団による水道事業の開始に伴い市の水道事業を終了するため、廃止す

るもの

(3) 鶴岡市部設置条例の一部改正

鶴岡市から庄内広域水道企業団への職員の派遣のため、市の部のうち建設部において水

道事業に関する事項を所掌することとするもの

(4) 鶴岡市職員定数条例の一部改正

市の部のうち建設部において水道事業に関する事項を所掌することに伴い、市長の事務

部局の定員を増員するとともに、改正後の下水道企業の事務部局の定員を減員するもの

(5) 鶴岡市上下水道事業経営審議会条例の一部改正

鶴岡市上下水道事業経営審議会を鶴岡市下水道事業経営審議会に改めるとともに、これ

に合わせ題名を鶴岡市下水道事業経営審議会条例に改めるもの
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(6) 条文整備等

次の条例について所要の字句整理を行うもの

ア 鶴岡市飲料水供給施設設置条例

イ 鶴岡市浄化槽条例

ウ 鶴岡市公共下水道条例

エ 鶴岡市集落排水処理施設条例

オ 鶴岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

４ 施行期日 令和８年４月１日



１　施　設　数　　６施設　　　

２　指定の期間　　５年（令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで）６施設

議番号 施設の名称 指定管理者の名称
指定の
期　間

議第１１０号 鶴岡市文化会館 タクトつるおか共同企業体 ５年

議第１１１号 丸岡城跡史跡公園 荘内加藤清正公忠廣公遺蹟顕彰会 ５年

議第１１２号 鶴岡市櫛引生涯学習センター 櫛引地域生涯学習振興会 ５年

議第１１５号 鶴岡市立あおば学園 社会福祉法人恵泉会 ５年

議第１１６号 松原保育園 社会福祉法人恵泉会 ５年

議第１１７号 鶴岡市藤島児童館 学校法人いなば学園 ５年

令和７年１２月市議会定例会提出案件要旨

（指定管理者の指定について）
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